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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
上面が開口された洗浄槽が、洗浄機本体に対して、水平又は略水平方向に挿脱自在に構成
され、
循環又は排水される洗浄水に濾過作用するフィルターが、前記洗浄槽における濾過作用位
置に着脱自在に装着された食器洗浄機であって、
前記洗浄槽を前記洗浄機本体から引き出した状態において露呈する洗浄槽側面部に、前記
濾過作用位置に対して前記フィルターを挿脱するための取付用開口部が形成されて、その
取付用開口部に対する挿脱により前記フィルターが着脱できるように構成されている食器
洗浄機。
【請求項２】
前記フィルターが前記濾過作用位置に装着されているか否かを検出するフィルター検出手
段が設けられ、
洗浄運転を管理する運転制御手段が、前記フィルター検出手段の検出情報に基づいて、前
記フィルターが前記濾過作用位置に装着されていないときには、洗浄運転を実行しないよ
うに構成されている請求項１記載の食器洗浄機。
【請求項３】
前記濾過作用位置に装着された前記フィルターの取り外しを阻止するロック作用状態と取
り外しを許容するロック解除状態とに切換え自在なロック手段と、前記洗浄槽内の水位を
検出する水位検出手段が設けられ、
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前記運転制御手段が、前記水位検出手段の検出情報に基づいて、前記フィルターを取り外
したときに前記取付用開口部を通して漏水する可能性がある設定水位以上の水が前記洗浄
槽内にあるときには、前記ロック手段をロック作用状態に、且つ、前記設定水位未満の水
が前記洗浄槽内にあるときには、前記ロック手段をロック解除状態に切換えるように構成
されている請求項１又は２記載の食器洗浄機。
【請求項４】
前記濾過作用位置に装着した前記フィルターの外れを阻止する固定手段が、前記フィルタ
ーをその挿脱方向に沿う軸心周りで回転操作することにより、固定作用状態と固定解除状
態とに切換え自在に設けられ、
前記濾過作用位置に前記フィルターを装着したときに前記取付用開口部を通して漏水する
ことを防止するためのシール手段が、前記固定手段を固定作用状態にしたときにシール作
用するように設けられている請求項１～３のいずれか１項に記載の食器洗浄機。
【請求項５】
前記運転制御手段が、前記フィルター検出手段の検出情報に基づいて、前記フィルターが
前記濾過作用位置に装着されていないときには、フィルター非装着状態であることを報知
する報知手段を報知作動させるように構成されている請求項２～４のいずれか１項に記載
の食器洗浄機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、上面が開口された洗浄槽が、洗浄機本体に対して、水平又は略水平方向に挿脱
自在に構成され、循環又は排水される洗浄水に濾過作用するフィルターが、前記洗浄槽に
おける濾過作用位置に着脱自在に装着された食器洗浄機に関する。
【０００２】
【従来の技術】
かかる食器洗浄機は、食器類等の洗浄対象物の洗浄のために循環される洗浄水や、洗浄の
後で排水される洗浄水をフィルターにて濾過作用して、洗い落とされた汚れや残滓等の洗
浄物を洗浄水から除去することにより、洗浄や排水を良好に行えるようにしたものである
。
つまり、食器洗浄機は、一般に、洗浄ポンプ、洗浄ノズル、排水ポンプ等を備えて、洗浄
槽に供給されて貯溜されている洗浄水を、洗浄ポンプにより、洗浄ノズルから、洗浄槽内
の洗浄対象物を収納保持するための食器かごに載置されている洗浄対象物に噴出させる形
態で循環させて、洗浄させることが行われ、そして、洗浄後の洗浄水を排水ポンプにより
、洗浄槽外に排水することが行われるのであり、そのような洗浄水の循環や、洗浄水の排
水のときに、フィルターが洗浄水を濾過作用することになり、そのような濾過作用により
洗浄水から除去された洗浄物がフィルターにて捕集されることになる。
このフィルターは、洗浄の後など適当なときに、洗浄槽から取り外されて、その捕集物の
排除や湯水による洗浄が行われることになる。
【０００３】
従来、洗浄槽が洗浄機本体に対して水平又は略水平方向に挿脱される形式の食器洗浄機に
おいては、前記フィルターが、洗浄槽の底面部における濾過作用位置に対して、上方側に
移動させて取り外し、下方側に移動させて取り付ける形態で着脱されるように構成されて
いた。説明を加えると、洗浄槽を洗浄機本体から引き出すと、洗浄槽の上面が開放状態と
なるから、その開放状態となる洗浄槽上面の開口を通して、フィルターの着脱操作が行わ
れるようになっていた。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
食器洗浄機の洗浄槽には、一般に、食器類等の洗浄対象物を収納保持する食器かごが設け
られることになるが、この食器かごは、洗浄槽底面部の濾過作用位置に装着されたフィル
ターを上方から覆うことになる。したがって、フィルターを着脱する際には、着脱操作が
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煩雑な作業となる不都合があった。ちなみに、食器かごに洗浄対象物が収納されている場
合には、フィルターの着脱のために洗浄対象物を食器かごから取り除く作業をも伴うこと
になるものであり、着脱操作が一層煩雑な作業となるものであった。
【０００５】
ちなみに、例えば実開昭５０―３９０６２号公報に開示されている技術、つまり、洗浄槽
が洗浄機本体に固定状態に組み込まれ、洗浄機本体の前面部に設けられた開閉扉の開閉に
より、洗浄槽に対して洗浄対象物を出し入れする形式の食器洗浄機において、フィルター
が、食器洗浄本体の前面部に形成された取付用開口部に対して挿脱されることにより着脱
される技術を用いて、フィルターの着脱操作の作業性の向上を図ることが考えられる。
すなわち、洗浄槽が洗浄機本体に対して水平又は略水平方向に挿脱される形式の食器洗浄
機において、洗浄槽の前面部に、フィルターを挿脱する取付用開口部を形成して、フィル
ターを食器洗浄機の前方より、取付用開口部に対して挿脱することにより着脱できるよう
に構成することが考えられる。この構成の場合には、フィルターの着脱操作の作業性の向
上を図ることができるものの、洗浄槽の前面部つまり食器洗浄機の前面部に、フィルター
の取り付け部が存在するものとなって、そのフィルターの取付部のために食器洗浄機の美
観が悪くなる不利を招くものとなり、実用し難いものである。
【０００６】
本発明は、上記実情に鑑みてなされたものであって、その目的は、食器洗浄機の美観が低
下することを回避しながらも、フィルターの着脱操作の作業性の向上を図れるようにする
点にある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
〔請求項１記載の発明〕
請求項１記載の発明は、上面が開口された洗浄槽が、洗浄機本体に対して、水平又は略水
平方向に挿脱自在に構成され、循環又は排水される洗浄水に濾過作用するフィルターが、
前記洗浄槽における濾過作用位置に着脱自在に装着された食器洗浄機であって、
前記洗浄槽を前記洗浄機本体から引き出した状態において露呈する洗浄槽側面部に、前記
濾過作用位置に対して前記フィルターを挿脱するための取付用開口部が形成されて、その
取付用開口部に対する挿脱により前記フィルターが着脱できるように構成されている点を
特徴とする。
【０００８】
すなわち、フィルターを着脱するには、洗浄槽を洗浄機本体から引きだして、その引き出
した状態において露呈することになる洗浄槽側面部に形成されている取付用開口部に対し
て挿脱することにより行う。
つまり、フィルターの着脱操作が、洗浄槽内に装着されている洗浄かごから食器類を取り
除く等の手間無く、単に、洗浄槽側面部の取付用開口部に対する挿脱により行えるものと
なる。
また、洗浄槽を引き出した状態において露呈することになる洗浄槽側面部は、当然のこと
ながら、洗浄槽を洗浄機本体に収納したときには洗浄機本体内に収納されることになるか
ら、洗浄槽を洗浄機本体に収納する通常の状態において、洗浄槽側面部に備えさせた取付
用開口部が露出して、食器洗浄機の美観を損なうことは無い。
しかも、洗浄槽を洗浄機本体から引き出した状態においては、洗浄槽側面部は洗浄機本体
から前方に突出した状態となるから、例えば食器洗浄機をシステムキッチン内に組み込ん
だとしても、洗浄槽を洗浄機本体から引き出した状態においては、洗浄槽側面部はシステ
ムキッチンの前方に突出して存在するすることになる等、洗浄槽を洗浄機本体から引き出
した状態にすることにより、洗浄槽側面部を他物に干渉されない状態にすることができる
のであり、洗浄槽側面部の取付用開口部に対するフィルターの着脱操作を、他物に干渉す
ることなく行えるものとなる。
【０００９】
したがって、食器洗浄機の美観が低下することを回避しながらも、フィルターの着脱操作
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の作業性の向上を図れるようになり、一層便利に使用できる食器洗浄機を得るに至った。
【００１０】
〔請求項２記載の発明〕
請求項２に記載の発明は、前記フィルターが前記濾過作用位置に装着されているか否かを
検出するフィルター検出手段が設けられ、洗浄運転を管理する運転制御手段が、前記フィ
ルター検出手段の検出情報に基づいて、前記フィルターが前記濾過作用位置に装着されて
いないときには、洗浄運転を実行しないように構成されている点を特徴とする。
【００１１】
すなわち、フィルターが濾過作用位置に装着されていないことが、フィルター検出手段に
よって検出されると、その検出情報に基づいて、運転制御手段が、食器洗浄機が洗浄運転
を実行しないように制御するようになる。
【００１２】
従って、フィルターが濾過作用位置に装着されていない状態で、食器洗浄機が誤って洗浄
運転を実行してしまうことによって、洗浄ポンプや洗浄ノズルが損傷する等の不具合が生
じることを防止できることになる。
【００１３】
〔請求項３記載の発明〕
請求項３に記載の発明は、前記濾過作用位置に装着された前記フィルターの取り外しを阻
止するロック作用状態と取り外しを許容するロック解除状態とに切換え自在なロック手段
と、前記洗浄槽内の水位を検出する水位検出手段が設けられ、前記運転制御手段が、前記
水位検出手段の検出情報に基づいて、前記フィルターを取り外したときに前記取付用開口
部を通して漏水する可能性がある設定水位以上の水が前記洗浄槽内にあるときには、前記
ロック手段をロック作用状態に、且つ、前記設定水位未満の水が前記洗浄槽内にあるとき
には、前記ロック手段をロック解除状態に切換えるように構成されている点を特徴とする
。
【００１４】
すなわち、洗浄槽内の水位がフィルターを取り外したときに前記取付用開口部を通して洗
浄水が漏水する可能性がある設定水位以上であることが、水位検出手段によって検出され
ると、その検出情報に基づいて、運転制御手段が、ロック手段が濾過作用位置に装着され
た前記フィルターの取り外しを阻止するロック作用状態となるように制御し、また、洗浄
槽内の水位がフィルターを取り外したときに前記取付用開口部を通して洗浄水が漏水する
可能性がある設定水位以上でないことが、水位検出手段によって検出されると、その検出
情報に基づいて、運転制御手段が、ロック手段が濾過作用位置に装着された前記フィルタ
ーの取り外しを許容するロック解除状態となるように制御するようになる。
【００１５】
従って、洗浄やすすぎを行う洗浄運転を途中で停止させたり、洗浄運転が終了したときに
、洗浄槽内の水位が取付用開口部を通して洗浄水が漏水しない水位になるまでフィルター
の取り外しができないようになる。つまり、洗浄槽内の洗浄水が、誤ってフィルターを取
り外すことによって取付用開口部を通して漏水してしまうことが防止できるようになる。
【００１６】
〔請求項４記載の発明〕
請求項４に記載の発明は、前記濾過作用位置に装着した前記フィルターの外れを阻止する
固定手段が、前記フィルターをその挿脱方向に沿う軸心周りで回転操作することにより、
固定作用状態と固定解除状態とに切換え自在に設けられ、前記濾過作用位置に前記フィル
ターを装着したときに前記取付用開口部を通して漏水することを防止するためのシール手
段が、前記固定手段を固定作用状態にしたときにシール作用するように設けられている点
を特徴とする。
【００１７】
すなわち、フィルターを、その挿脱方向に沿う軸心周りで回転操作することによって、フ
ィルターが外れることを阻止される固定作用状態と、フィルターが外れることを許容する
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固定解除状態とに切り換わる。そして、フィルターが固定作用状態になったときに、シー
ル手段が、シール作用して取付用開口部を通して洗浄水が漏水することを防止できるよう
になる。
【００１８】
従って、フィルターを、その挿脱方向に沿う軸心周りで回転操作するという、容易な操作
によって、フィルターが外れることを阻止される固定作用状態とすることができる。
【００１９】
〔請求項５記載の発明〕
請求項５に記載の発明は、前記運転制御手段が、前記フィルター検出手段の検出情報に基
づいて、前記フィルターが前記濾過作用位置に装着されていないときには、フィルター非
装着状態であることを報知する報知手段を報知作動させるように構成されている点を特徴
とする。
【００２０】
すなわち、フィルターが濾過作用位置に装着されていないことが、フィルター検出手段に
よって検出されると、その検出情報に基づいて、運転制御手段が、報知手段を報知作動さ
せて、フィルターが濾過作用位置に装着されていないことを、報知できるようになる。
【００２１】
従って、フィルターが濾過作用位置に装着されていないことが、報知手段によって早期に
認知することができるようになり、フィルターが濾過作用位置に装着されていないことが
原因で洗浄運転が実行されないときにも効率よく対応できるようになる。
【００２２】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の食器洗浄機の実施の形態を図面に基づいて説明する。
〔実施例〕
この食器洗浄機は、図１に示すように、前面部が開口された洗浄機本体１と、その洗浄機
本体１に対して水平又は略水平方向に挿脱自在に構成された、つまり、収納移動及び引き
出し移動自在に構成された洗浄槽２と、洗浄槽２を洗浄機本体１に収納した状態で洗浄槽
２の上面部を閉塞し、且つ、洗浄槽２を洗浄機本体１から引き出した状態で洗浄槽２の上
面部を開口させる内蓋部３から構成されている。
前記洗浄槽２の前面部には、洗浄機本体１を開閉する扉１０が設けられ、その扉１０には
、洗浄槽２を洗浄機本体１から引き出すための把手部１１が設けられ、洗浄槽２を洗浄機
本体１に収納すると扉１０にて洗浄機本体１の前面部を閉塞するように構成されている。
そして、図２、図３に示すように、洗浄槽２の底面部下方には、洗浄ポンプ５や排水ポン
プ７などが設けられ、洗浄槽２の内部には、洗浄ノズル６が配置され、それら洗浄ポンプ
５、洗浄ノズル６及び排水ポンプ７などが洗浄槽２に一体的に組み付けられている。
また、洗浄槽２の底部には、食器などの洗浄対象物を収納保持する食器かご８が、上方に
取り外し自在に収納されている。
そして、洗浄槽２を洗浄機本体１から引き出した状態で、食器などを食器かご８に収納及
び取り出し可能とし、洗浄槽２を洗浄機本体１に収納した状態で、洗浄ポンプ５、洗浄ノ
ズル６及び排水ポンプ７などを作動させて、洗浄、すすぎ及び乾燥を行う洗浄運転を行う
ように構成されている。
【００２３】
洗浄槽２の底面部には、洗浄槽２内に供給された洗浄水としての水が貯溜され、洗浄槽２
の最深部となって洗浄水としての水が貯溜されるように構成された凹み部１２が設けられ
ている。
さらに、凹み部１２には、洗浄槽２内に貯溜される洗浄水を機外に排出する排水路と、洗
浄槽２内に貯溜される洗浄水を洗浄ノズル６にまで搬送する搬送路が接続される状態で備
えられている。
そして、洗浄水を洗浄槽２内に供給する洗浄水供給路が、洗浄槽２に接続されており、洗
浄運転における洗浄水の供給が、洗浄水供給路を用いて行われ、排水運転における洗浄水
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の排水が、排水路を用いて行われるようになっている。
【００２４】
前記搬送路は、その途中部に備えられた前記洗浄ポンプ５の作動により、洗浄槽２内に貯
溜されている洗浄水を、凹み部１２から噴出ノズル６に向けて搬送することになる。つま
り、洗浄運転のときには、洗浄水が循環されるようになっている。
また、前記排水路には、前記排水ポンプ７が接続する状態で設けられ、上述の如く、その
排水ポンプ７を作動させて、洗浄水を機外に排出させるようになっている。
【００２５】
また、図示しないが、この食器洗浄機の扉１０の把手部１１には、洗浄槽２の開閉状態を
検出する洗浄槽開閉検出センサーが設けられている。
【００２６】
洗浄運転について説明を加えると、一般に洗浄運転は、予すすぎ工程、洗浄工程、すすぎ
工程、乾燥工程を順次行うことになる。
予すすぎ工程は、洗浄槽２内に給水し、洗浄ポンプ５を作動させて、洗浄ノズル６より洗
浄対象物に洗浄水を噴出させ、設定時間の洗浄後には、排水ポンプを７を作動させて排水
することになる。
洗浄工程は、予すすぎ工程と同様に、洗浄槽２内に給水し、洗浄ポンプ５を作動させて、
洗浄ノズル６より洗浄対象物に洗浄水を噴出させ、設定時間の洗浄後には、排水ポンプ７
を作動させて排水することになるが、洗浄の途中で、手動又は自動で洗剤を投入させるこ
とになる。手動で洗剤を投入させるとき場合には、その投入がブザー等にて使用者に指令
されることになり、自動で洗剤を投入させる場合には、洗剤投入装置が装備されることに
なる。
洗浄工程後のすすぎ工程は、予すすぎ工程と同様に、洗浄槽２内に給水し、洗浄ポンプ５
を作動させて、洗浄ノズル６より洗浄対象物に洗浄水を噴出させ、設定時間の洗浄後には
、排水ポンプ７を作動させて排水することになるが、ヒータ（図示せず）を備えさせて、
そのヒータにて洗浄水を加温することになる。
乾燥工程は、送風ファン（図示せず）を作動させて乾燥風を洗浄対象物に送風することに
なるが、その際、前述のヒータを作動させて乾燥風を加温することになる。
【００２７】
この食器洗浄機の洗浄槽２内の前記凹み部１２には、図２、図３に示すように、循環され
る洗浄水や、洗浄後に排水される洗浄水に対して濾過作用する濾過作用位置にフィルター
４が装着されている。そして、図１にも示すように、洗浄槽２を洗浄機本体１から引き出
した状態において露呈する洗浄槽側面部に、濾過作用位置に対してフィルター４を挿脱す
るための取付用開口部１７が形成されており、その取付用開口部１７に対して、挿脱方向
Ａへの挿脱によりフィルター４が着脱できるように構成されている。
尚、凹み部１２には、フィルター４に洗浄物が流れやすくなるようにフィルターガイド１
５が設けられている。
【００２８】
前記フィルター４は、図４に示すように、循環又は排水される洗浄水に濾過作用し且つ捕
集物を収納保持のための長尺状に半円筒状に形成された膨出部１４を備え、その一端部に
は、フィルター４と同径の円筒状部３６、その円筒状部３６よりも大径の大円筒状部３７
、及び、その大円筒状部３７よりも大径となる円筒状の取手１３が順に形成されている。
前記膨出部１４は、洗い落とされた汚れや残滓を捕集する濾過作用を奏する網目状に構成
されている。
そして、前記取手１３には、詳細は後述するが、図５、図６に示すように、フィルター検
出手段としてのリミットスイッチ１８と当接する係合部１９、４個のＬ字状の切り欠き３
０、回動操作用のつまみ３５が形成されている。なお、前記切り欠き３０は、取手１３の
周方向に等間隔となるように、９０度毎に形成されている。
【００２９】
図５に示すように、フィルター取付用開口部１７から凹み部１２の間には、フィルター４
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を挿脱するための挿脱用筒部３８が形成されており、その挿脱用筒部３８の洗浄槽内部側
は、フィルター４の円筒状部３６と嵌合する小径の嵌合部３９が形成され、挿脱用筒部３
８の洗浄槽外部側は、大円筒状部３７と嵌合する大径の嵌合部４１が形成されている。ま
た、凹み部１２の形成箇所には、フィルター４を載置支持するフィルター支持部材１６が
形成されている。前記小径の嵌合部３９と前記大径の嵌合部４１の段差部には、漏水防止
のためのシール部材３２が、フィルター４における大円筒状部３７と円筒状部３６の段差
部と当接するように設けられている。
【００３０】
また、取付用開口部１７の外周面には、前記フィルター４の取手１３に形成した切り欠き
３０と係合する４個の固定ピン３１が突出状態で設けられている。この固定ピン３１は、
切り欠き３０と同様に、周方向に等間隔となるように、９０度毎に設けられている。
【００３１】
フィルター４の挿脱について、詳しく説明を加えると、
フィルター４を装着するときは、洗浄槽２を洗浄機本体１から引き出した状態において、
図６（イ）に示すように、挿脱方向Ａの洗浄槽内部に向けて、フィルター４の膨出部１４
から取付け用開口部１７に挿入する。そして、図６（ロ）に示すように、切り欠き３０と
固定ピン３１が係合するように、回転方向の位相を調整し、切り欠き３０と固定ピン３１
が係合したら、さらに挿入させていく。そして、図６（ハ）に示すように、挿脱方向Ａに
おいて濾過作用位置まで挿入したら、フィルター４のつまみ３５を持って、挿脱方向に沿
う軸心周りで回転操作して、切り欠き３０の回転方向の切り欠き３０にさらに固定ピン３
１が入り込むようにする（本実施例では右回り）。この操作によってフィルター４は濾過
作用位置に固定される。さらに、フィルター４が濾過作用位置に到達したことによって、
係合部１９がリミットスイッチ１８に作用して、フィルター４が濾過作用位置に装着され
ていることが検出されることになる。
一方、洗浄運転終了後等に、フィルター４を抜脱するときは、詳細は後述するが、洗浄槽
２を洗浄機本体１から引き出した状態において、フィルター４が抜脱できる状態になると
、上述したような挿入するときの操作とは逆の手順にて操作することによって、フィルタ
ー４が抜脱できるようになっている。
従って、前記切り欠き３０と前記固定ピン３１とを主要部として、濾過作用位置に装着し
たフィルター４の外れを阻止する固定手段が構成され、このような固定手段は、上述の説
明から明らかなように、フィルター４をその挿脱方向に沿う軸心周りで回転操作すること
により、固定作用状態と固定解除状態とに切換え自在に設けられるものとなる。そして、
前記シール部材３２は、濾過作用位置にフィルター４を装着したときに取付用開口部１７
を通して漏水することを防止するためのシール手段として、固定手段を固定作用状態にし
たときにシール作用するように設けられている。
【００３２】
この食器洗浄機には、上述したように、フィルター４が濾過作用位置に装着されているか
否かを検出するフィルター検出手段としてリミットスイッチ１８が設けられている。この
リミットスイッチ１８は、フィルター４が濾過作用位置に装着されたときに、フィルター
４の取手１３に設けられた係合部１９が、リミットスイッチ１８と係合することによって
、フィルター４が濾過作用位置に装着されている状態を検出するように構成されている。
さらに、この検出された情報に基づいて、洗浄運転を制御する運転制御手段としての制御
装置２０が設けられている。
【００３３】
リミットスイッチ１８は、図６に示すように、フィルター４の取付用開口部１７の挿脱用
筒部の外周面の最も開口部寄り下面に設けられ、フィルター４が濾過作用位置に装着され
、係合部１９がリミットスイッチ１９のセンサー部に作用しているときは、リミットスイ
ッチ１９がＯＮされて、制御装置２０にＯＮ信号が送信され、制御装置２０がフィルター
４が濾過作用位置にあることを判別し、図７に示すように、フィルター４が濾過作用位置
に装着されず、リミットスイッチ１９のセンサー部に何も作用しないときは、リミットス
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イッチ１９がＯＦＦとなり、制御装置２０にＯＦＦ信号が送信され、制御装置２０がフィ
ルター４が濾過作用位置にないことを判別する。そして、制御装置２０は、フィルター４
が濾過作用位置にあることを判別しないかぎり、洗浄運転を実行しないように構成されて
いる。
【００３４】
この食器洗浄機には、洗浄槽２内の水位を検出する水位検出手段としての水位検出センサ
２１が設けられている。この水位検出センサ２１は、洗浄槽２内に貯溜される洗浄水の量
が設定水位になったか否かを検出し、その検出された検出情報に基づいて、洗浄水の供給
、排水等を制御装置２０によって制御されるように構成されている。
【００３５】
水位検出センサ２１は、図２に示すように、洗浄槽２の側壁部に固定支持されて設けられ
ており、図８に示すように、洗浄槽２の水位に対応して水位が変動する貯溜部２５と、そ
の貯溜部２５の水位に応じて上下動する水位検出体としてのフロート２２と、光を発光す
る発光部２３ａ、２３ｂと、その発光部２３ａ、２３ｂからの光を受光する受光部２４ａ
、２４ｂから構成されている。
そして、フロート２２は、貯溜部２５の水位に応じて上下動して、図８の（イ）に示すよ
うに、発光部２３ａからの光をフロート２２にて遮光する上位側遮光状態と、図８の（ロ
）に示すように、発光部２３ｂからの光をフロート２２にて遮光する下位側遮光状態のい
ずれか１つを現出するように構成され、制御装置２０は、受光部２４ａ、２４ｂにて検出
する光に基づいて、受光状態と遮光状態とを判別するように構成されている。
【００３６】
つまり、発光部２３ａの光がフロート２２にて遮光されている上位側遮光状態を検出した
ときは、受光部２４ａにて検出された情報によって、制御装置２０が洗浄槽２内の水位が
上限設定水位となったことを判別し、発光部２３ｂの光がフロート２２にて遮光されてい
る下位側遮光状態を検出したときは、受光部２４ｂにて検出された情報によって、制御装
置２０が洗浄槽２内の水位が下限設定水位となったことを判別することになる。
【００３７】
この食器洗浄機には、濾過作用位置に装着されたフィルター４の取り外しを阻止するロッ
ク作用状態と取り外しを許容するロック解除状態とに切換え自在なロック手段が設けられ
ている。
【００３８】
このロック手段について説明を加えると、図７（イ）に示すように、取手１３に丸孔２６
が形成され、この丸孔２６にピン２７が挿入されることによってフィルター４の回動操作
が阻止されるように構成されている。そして、ピン２７は、丸孔２６へのピン２７の挿抜
を操作するためのピンレバー２８とピン支持軸２９を軸として一体で回転自在に支承され
、常に施錠方向（図７では右回り方向）に回転するよう付勢されるように構成されている
。さらに、ピンレバー２８の操作を制限するための電磁アクチュエータ３４が設けられ、
電磁アクチュエータによってピンレバー２８の操作が可能な状態と不可能な状態に切り換
えられるように構成されている。
【００３９】
このロック手段は、フィルター４が濾過作用位置に装着され、取り外しを阻止する必要条
件が満たされると、制御装置２０がピンレバー２８の操作が不可能な状態とし、フィルタ
ーの取り外しを阻止するロック作用状態となり、フィルター４の取り外しを許容する必要
条件が満たされると、制御装置２０がピンレバー２８の操作を可能な状態とし、ピンレバ
ー２８を操作することによって、取り外しを許容するロック解除状態となるように構成さ
れている。
【００４０】
つまり、図７（ロ）に示すように、フィルター４を挿入するときは、ピンレバー２８を操
作して、ピン２７がフィルター４を挿入させるのに干渉しないような位置にして、フィル
ター４を濾過作用位置に装着し、ピンレバー２８の操作を放棄することによって、図７（
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ハ）に示すように、ピン２７が丸孔２６に挿入する。そして、取り外しを阻止する必要条
件が満たされると、ピンレバー２８を操作が不可能な状態となるように、電磁アクチュエ
ータ３４が動作してストッパー機能が作用する状態になり、フィルター４を取り外すこと
ができなくなる。そして、取り外しを許容する必要条件が満たされると、ピンレバー２８
の操作が可能な状態となるように、電磁アクチュエータ３４が逆に動作してストッパー機
能が解除となる状態になり、ピンレバー２８を操作して、図７（ロ）に示すように、再び
ピン２７をフィルター４を取り外し操作に干渉しないような位置にすることで、取り外し
を許容するロック解除状態とすることができ、フィルター４を取り外すことができるよう
になる。
フィルター４の取り外しを阻止する必要条件、及び、フィルター４の取り外しを許容する
必要条件については、後述の制御についての説明にて詳しく説明する。
【００４１】
この食器洗浄機には、図１に示すように、フィルター４が非装着状態であることを報知す
る報知手段としての表示装置３３が設けられており、制御装置２０が、フィルター検出手
段の検出情報に基づいて、フィルター４が濾過作用位置に装着されずに、洗浄運転を実行
しようとしたときには、表示装置３３を作動させて、フィルター非装着状態であることを
、視認できるように構成されている。
【００４２】
以下、食器洗浄機の制御について説明する。
図９に示すように、食器洗浄機の洗浄運転を管理する運転制御手段として機能する前記制
御装置２０が設けられ、洗浄槽２が洗浄機本体１に収納されていることを検出する前記洗
浄槽開閉検出センサーの検出情報、フィルター４が濾過作用位置に装着されたことを検出
するフィルター検出手段として機能する前記リミットスイッチ１８の検出情報、洗浄槽２
内の水位が設定上限になったこと及び設定下限になったことを検出する水位検出センサ２
１の検出情報が、制御装置２０に入力されるようになっている。さらに、この制御装置２
０には、洗浄運転の開始指令、洗浄運転の停止指令等の各種の情報を入力する手動操作式
の外部入力装置４４が接続されている。
そして、制御装置２０は、各種の入力情報に基づいて、洗浄ポンプ５や排水ポンプ７等を
作動させて、上述の如く、洗浄運転を実行し、また、フィルターロック用の電磁アクチュ
エータ３４の作動や、扉１０の前面部に設けられた表示装置３３の表示作動を行うように
構成されている。つまり、制御装置２０は、外部入力装置４４より洗浄運転の開始が指令
されたときに適正条件が満たされていると洗浄運転を開始することになり、そして、フィ
ルター４が装着されていない等の報知情報を表示装置３３に表示させることになり、さら
に、フィルター４の取り外し可能条件が満たされると、フィルターロック用のピンレバー
２８をロック解除状態に操作するように電磁アクチュエータ３４を作動させ、フィルター
４の取り外し可能条件が満たされないときには、ピンレバー２８をロック作用状態に操作
するように電磁アクチュエータ３４を作動させることになる。
前記洗浄運転の適正条件とは、前記洗浄槽開閉検出センサーにて洗浄槽２が洗浄機本体１
内に収納されたことが検出され、リミットスイッチ１８にてフィルター４が濾過作用位置
に装着されたことが検出されている条件である。フィルター４の取り外し可能条件とは、
洗浄運転が停止されている状態で、水位検出センサ２１にて洗浄槽２内の水位が設定下限
であることが検出されている条件である。
次に、制御作動について、図１０のフローチャートに基づいて説明する。
先ず、センサ類の情報を取り込み、次に洗浄運転中であるか否かをチェックする。
洗浄運転中で無い場合には、外部入力装置４４より運転開始指令が指令されているか否か
をチェックし、運転開始指令が指令されている場合には、前記洗浄槽開閉検出センサーに
より洗浄槽２が収納されていることが検出され、且つ、フィルター４の装着がリミットス
イッチ１８にて検出されているときには、電磁アクチュエータ３４にてフィルターロック
用のピンレバー２８をロック状態に操作した後、洗浄運転を開始する。
この洗浄運転は、上述した通りであり、その詳細は省略するが、一旦洗浄運転を開始した
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後の停止中の場合には、その停止した時点からの洗浄工程を引き続き行うことになる。勿
論、洗浄運転の一旦停止中でない場合には、初期の工程からの洗浄運転を開始する。
洗浄運転中で無い場合において、運転開始指令が指令されていない場合や、運転開始指令
が指令されていても、前記洗浄槽開閉検出センサーにより洗浄槽２が収納されていること
が検出されないときや、フィルター４の装着がリミットスイッチ１８にて検出されていな
いときには、水位検出センサ２１にて洗浄槽２内の水位が設定下限であるか否かをチェッ
クして、設定下限であるときには、電磁アクチュエータ３４にてフィルターロック用のピ
ンレバー２８をロック解除状態に操作する。
引き続き、表示装置３３に各種の情報を表示させる表示処理を実行する。この表示処理と
しては、洗浄運転中であること、洗浄運転終了であること、及び、フィルター４の装着が
リミットスイッチ１８にて検出されていないときにおいて、フィルター４が非装着である
こと等、各種の情報を表示させることになる。
前述のセンサ類の情報の取り込みの後での、洗浄運転中であるか否かのチェックのときに
、洗浄運転中であった場合には、外部入力装置４４からの停止指令が指令されているか否
かをチェックして、停止指令がある場合には洗浄運転を停止する処理を実行し、停止指令
が無い場合には洗浄運転を継続して実行する。その後、前述の表示処理を実行する。
【００４３】
以上のように、本実施例の食器洗浄機は、洗浄やすすぎを行う洗浄運転によって洗い落と
された汚れや残滓が、洗浄水とともに、凹み部１２に貯溜されることになる。この貯溜さ
れている洗浄水は、洗浄運転のときには循環され、洗浄運転が終了すると、排水されるこ
とになる。この循環または排水される洗浄水に対して、前記フィルター４が濾過作用する
こととなり、洗い落とされた汚れや残滓が、捕集物として回収保持される。そして、この
捕集物を除去するために、食器類や食器かご８を洗浄槽２から取り除くことなく、洗浄槽
２を洗浄機本体１から引き出した状態で、且つ、挿脱できる適性条件が満たされた状態に
て、洗浄槽側面部に形成された取付用開口部１７に対する挿脱によってフィルター４が着
脱できるものとなっている。
【００４４】
〔別の実施例〕
（１）上記実施例では、フィルターの膨出部が、洗い落とされた汚れや残滓を捕集する濾
過作用を奏する網目状のもので構成されていたが、相当の機能を有するものであれば、こ
れに限定されるものでない。
例えば、繊維系の材料を用いてもよい。あるいは、紙製の材料を用いたものでも良い。
また、形状についても、膨出部の形状を半円筒状のもので構成されていたが、相当の機能
を有するものであれば、これに限定されるものでない。
例えば、膨出部の形状を上面部が開口された角柱状のものでもよい。あるいは、前述のよ
うに、形状に定型を持たない材料の場合は、その形状を特定しなくても良い。
【００４５】
（２）上記実施例の食器洗浄機であって、洗浄槽の扉部にロック機能を備えて、制御装置
で制御することによって、洗浄運転中の洗浄槽の開閉等の誤操作を防止できるような構成
にしても良い。
【００４６】
（３）上記実施例では、報知手段として視認できる表示装置を備える構成としたが、音声
によって報知できるような構成にしても良い。
【図面の簡単な説明】
【図１】食器洗浄機の概略斜視図
【図２】食器洗浄機の概略縦断側面図
【図３】食器洗浄機の概略一部切欠縦断側面図
【図４】フィルターの概略斜視図
【図５】凹み部から取付用開口部の概略縦断面図
【図６】フィルターを濾過作用位置に装着する操作手順図
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【図７】ロック手段の側面一部縦断面図
【図８】水位検出センサの概略縦断側面図
【図９】制御構成を示すブロック図
【図１０】制御動作のフローチャート
【符号の説明】
１　　　　　洗浄機本体
２　　　　　洗浄槽
４　　　　　フィルター
１７　　　　取付用開口部
１８　　　　フィルター検出手段
２０　　　　運転制御手段
２１　　　　水位検出手段
３０、３１　固定手段
３２　　　　シール手段
３３　　　　報知手段
３４　　　　ロック手段

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】 【図７】
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【図９】

【図１０】
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